
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 指定医療機関の指定 

根拠法令及び条項 生活保護法第49条 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

生活保護法第49条の２第4項の規定により準用する同条第1項から第3項まで 

別紙のとおり 

審査基準 

設定年月日 
 
審 査 基 準 

最終変更年月日 
令和7年3月4日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間( 申請があった日の翌日から起算して７日以内 ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日  
年  月  日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署         福祉部     保護管理課 

備考  

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がない場合は、

その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 

 

 



 

第１号・第 2号様式別紙 （指定医療機関指定） 

（指定の申請及び基準）  

第四十九条の二 

４  前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中

「診療所」とあるのは「診療所（前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。）」と、第

二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは

施設」と読み替えるものとする。  

 

第四十九条の二第四項の規定により準用する同条第一項から第三項 

 

準用する第一項  市長による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療

所（前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。）又は薬局の開設者の申請により

行う。  

準用する第二項  市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

前条の指定をしてはならない。  

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法（大正十一年四月二 

十二日法律第七十号）第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保 

険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。 

二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること 

がなくなるまでの者であるとき。  

三 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規 

定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな 

るまでの者であるとき。 

四 申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起 

算して五年を経過しない者（当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による 

通知があった日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の 

管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）である 

とき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた 

責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすること 

が相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8c%dc%96%40%94%aa%94%aa&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%96%40%91%e6%8f%5c%8c%dc%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000


 

五 申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第 

十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定 

する日までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者（当該指定 

の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該申出の日から起算して五年を経過 

しないものであるとき。  

六 申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日 

（当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴 

聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところによ 

り都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知 

した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第五十一条第一項の規定による指定 

の辞退の申出をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該 

申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

七 第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつ 

た場合において、申請者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）が、同 

号の通知 の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者 

であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

八 申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行 

為をした者であるとき。 

九 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が、第二号から前号までのいず 

れかに該当する者であるとき。 

準用する第三項  市長は、準用する第一項の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは

診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。  

一 被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二

項の規定による指導を受けたものであるとき。  

二 前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認 

められるものであるとき。 

 

 


